
平成˜�年 月�日 火曜日 第š š—号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
六
十
七
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
九
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
号
様
式
の
ã
中
「発

送
人

」
を
「荷

送
人

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
の
ã
中
「発

送
人

」
を
「荷

送
人

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）

処
分

証
明

書
番

号
年

月
日

G
G
G
G
G
G
G
G
G

殿
G
G
G
G

植
物
防
疫
所
（

G
G
G

支
所
又
は
出
張
所
）

植
物
防
疫
官

氏
名

†

下
記
の
植
物
を
植
物
防
疫
法
第

G
G
G

条
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

積
載
船
（
機
）
名
・
入
港
年
月
日

種
類
・
名
称
・
産
地

梱
数

・
数

量
荷
送
人
住
所
氏
名

荷
受
人
住
所
氏
名

処
分

年
月

日
処

分
の

理
由

処
分

の
方

法

第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
（
第
二
十
二
条
関
係
）

（
消

毒
・

廃
棄
）

命
令

書
番

号
年

月
日

・
・
・
・
・
殿

・
・
植
物
防
疫
所
（
・
・
支
所
又
は
出
張
所
）

植
物
防
疫
官

氏
名

†

植
物
防
疫
法
第

条
第

項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
（
消
毒
・
廃
棄
）
す
る
こ
と
を
命
ず
る
。

積
載
船
（
機
）
名
・
入
港
年
月
日

種
類
・
名
称
・
産
地

梱
数

・
数

量
荷

送
人

住
所

氏
名

荷
受

人
住

所
氏

名
（
消
毒
・
廃
棄
）
す
べ
き
理
由

（
消
毒
・
廃
棄
）
す
べ
き
期
間

（
消
毒
・
廃
棄
）
の
場
所
及
び
方
法

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™


